
●住民税（均等割及び所得割）非課税　・　森林環境税（国税）非課税

●所得割非課税

所得割非課税
となる総所得金額等

４５万円 １１２万円 １４７万円 １８２万円

　総所得金額等　…　純損失又は雑損失の繰越控除後の金額

１．障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が１３５万円以下の者
　
２．生活保護法の規定による『生活扶助』を受けている者（申請が必要）

１．総所得金額等よりも所得控除額の方が大きい者

２．前年の総所得金額等が、３５万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数を乗じて得た金額に１０万円を加えた金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有す
る場合は、当該金額に３２万円を加算した金額）以下の者

　　３５万円　×　（　扶養親族　＋　１　）　＋　１０万円　　＋　３２万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  本人　　　　　　　　　　　 扶養親族がいる場合の加算分

扶養親族数 ０人 １人 ２人 ３人

　合計所得金額　…　純損失又は雑損失の繰越控除前の金額

３．前年の合計所得金額が、２８万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数を乗じて得た金額に１０万円を加えた金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有す
る場合は、当該金額に１６万８，０００円を加算した金額）以下の者

　　２８万円　×　（　扶養親族　＋　１　）　＋　１０万円　　＋　１６万８，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  本人　　　　　　　　　　　 扶養親族がいる場合の加算分

扶養親族数 ０人 １人 ２人 ３人

非課税となる
合計所得金額

３８万円 ８２．８万円 １１０．８万円 １３８．８万円

・・・

・・・

・・・

・・・


